
令
和
５
年
１
２
月
定
例
会

教
育
警
察
常
任
委
員
会
説
明
資
料

（
付
託
議
案
関
係
）

教
育
警
察
常
任
委
員
会

（
警
察
本
部
）



議
案

第
１

号
（

令
和

５
年

度
熊

本
県

一
般

会
計

補
正

予
算

（
第

５
号

）
）

～
通

常
分

国
支

出
金

地
方

債
そ

の
他

１
　
職
員
給
与
費

2
0
7
,
1
0
5

4
0
,
1
6
5
,
8
7
6

2
0
7
,
1
0
5

4
0
,
3
7
2
,
9
8
1

2
0
7
,
1
0
5

議
案

第
４

８
号

（
令

和
５

年
度

熊
本

県
一

般
会

計
補

正
予

算
（

第
６

号
）

）
～

追
号

分

国
支

出
金

地
方

債
そ

の
他

１
　
職
員
給
与
費

4
2
5
,
0
9
4

　
・

給
料

1
7
9
,
0
3
8

・
職

員
手

当
等

2
1
1
,
0
2
1

・
共

済
費

3
5
,
0
3
5

２
　
警
察
一
般
管
理
費

8
9
,
0
7
9

8
9
,
0
7
9

１
　
一
般
警
察
運
営
費

1
8
,
9
5
2

　
　

警
察
活
動
に
お
け
る
感
染
症
対
策
用
品
の
整
備

1
8
,
9
5
2

議
案

第
１

号
及

び
第

４
８

号
の

補
正

額
を

含
め

た
警

察
費

合
計

国
支

出
金

地
方

債
そ

の
他

4
0
,
1
6
5
,
8
7
6

7
4
0
,
2
3
0

4
0
,
9
0
6
,
1
0
6

1
0
8
,
0
3
1

6
3
2
,
1
9
9

パ
ソ
コ
ン
の
モ
バ
イ
ル
化
や
Ｄ
Ｘ
に
適
し
た
オ
フ
ィ
ス
什
器
の
導
入
等
、

デ
ジ
タ
ル
時
代
の
働
き
方
や
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
の
た
め
の
環
境
整
備

ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
時
代
に
対
応
し
た
デ
ジ
タ
ル
環
境
の
整
備

人
事
委
員
会
勧
告
に
基
づ
く
給
与
改
定
分

(
1
)

(
1
)

警
察

費
　

計
4
0
,
1
6
5
,
8
7
6

5
3
3
,
1
2
5

4
0
,
6
9
9
,
0
0
1

1
0
8
,
0
3
1

7
7

警
察

活
動

費
4
,
3
8
0
,
9
8
9

1
8
,
9
5
2

4
,
3
9
9
,
9
4
1

警
察

費
 
合

計

補
正

前
の

額
補

正
額

計
補

正
額

の
財

源
内

訳
特

定
財

源
一

般
財

源

4
2
5
,
0
9
4

1
8
,
9
5
2

(
1
)

(
単

位
：

千
円

)

説
明

特
定

財
源

一
般

財
源

7
6

警
察

本
部

費
3
1
,
5
8
1
,
7
1
1

5
1
4
,
1
7
3

3
2
,
0
9
5
,
8
8
4

4
2
5
,
0
9
4

事
項

別
明

細
書

頁
数

目
名

補
正

前
の

額
補

正
額

計
補

正
額

の
財

源
内

訳

8
9
,
0
7
9

3
3

(
1
)
警
察
本
部
職
員
給

時
間

外
勤

務
手

当
の

年
間

不
足

見
込

額

警
察

費
　

計

警
察

本
部

費
3
1
,
5
8
1
,
7
1
1

2
0
7
,
1
0
5

3
1
,
7
8
8
,
8
1
6

2
0
7
,
1
0
5

除
菌

･
除

染
消

耗
品

､
交

通
取

締
り

用
ア

ル
コ

ー
ル

感
知

器
等

の
整

備

令
和

５
年

度
１

２
月

補
正

予
算

県
議

会
説

明
資

料

歳
出

予
算

補
正

【
警

察
費

】

事
項

別
明

細
書

頁
数

目
名

補
正

前
の

額
補

正
額

計
補

正
額

の
財

源
内

訳
説

明
特

定
財

源
一

般
財

源

(
単

位
：

千
円

)

(
単

位
：

千
円

)
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議
案

第
１

号
（

令
和

５
年

度
熊

本
県

一
般

会
計

補
正

予
算

（
第

５
号

）
）

（
単

位
：

千
円

）

議
案

頁
数

説
明

○
　

警
察
棟

空
調

設
備

更
新

工
事

等
　

　
　

　
　

　
 
[
資

材
の

入
手

難
等

]
○

　
泉

駐
在

所
浄

化
槽

改
修

工
事

等
　

　
　

　
　

　
 
[
計

画
･
設

計
の

諸
条

件
]

○
　

大
野
駐

在
所

新
築

・
楠

浦
駐

在
所

改
修

工
事

等
 
[
計

画
･
設

計
の

諸
条

件
]

○
　

交
通
取

締
用

車
調

達
（

５
台

）
　

　
　

　
　

　
 
[
資

材
の

入
手

難
]

（
単

位
：

千
円

）

期
　

間
限

　
度

　
額

期
　

間
限

　
度

　
額

　
年

次
別

内
訳

　
年

次
別

内
訳

令
和

６
年

度
2
0
9
,
6
0
8

令
和

６
年

度
9
4
7
,
7
4
0

令
和

７
年

度
5
3
,
4
5
8

令
和

７
年

度
1
2
1
,
7
2
8

令
和

８
年

度
5
3
,
4
5
8

令
和

８
年

度
5
3
,
4
5
8

事
　

　
　

項
補

　
正

　
後

説
明

債
務

負
担

行
為

補
正

【
　

変
　

更
　

】

補
　

正
　

前
議

案
頁

数

1
,
1
2
2
,
9
2
6
　

補
正

額
8
0
6
,
4
0
2
（

補
正

後
1
,
1
2
2
,
9
2
6
－

補
正

前
3
1
6
,
5
2
4
）

　
○

　
ヘ

リ
コ

プ
タ

ー
維

持
管

理
委

託
　

○
　

運
転
免

許
事

務
、

更
新

通
知

業
務

委
託

　
○

　
運

転
免

許
関

係
講

習
委

託
　

　
　

（
停
止

処
分

者
講

習
、

違
反

者
講

習
、

更
新

時
講

習
等

）
　

○
　

安
全
運

転
管

理
者

等
講

習
委

託
　

○
　

交
通
安

全
施

設
保

守
委

託
等

　
　

　
（

交
通

信
号

機
等

保
守

、
道

路
標

識
・

標
示

緊
急

修
繕

等
）

　
等

1
6

　
令

和
６

年
度

　
～

令
和

８
年

度
3
1
6
,
5
2
4
　

令
和

６
年

度
　

～
令

和
８

年
度

警
察

関
係
業

務

　
繰

越
明

許
費

補
正

款
項

繰
越

明
許

費
設

定
額

8
警

察
費

警
察

活
動

費
3
2
,
2
0
3

警
察

管
理

費
5
9
1
,
6
7
7

2



 

 

第 ２２ 号 

   工事請負契約の変更について 

 令和３年９月熊本県議会定例会において議決された上天草警察署庁舎新築工事請負契約

のうち、契約金額「１，１２２，０００，０００円」を「１，１６９，４９２，５５１円」

に変更することとする。 

  令和５年１２月１日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

 （提案理由） 

 工事内容の変更のため、契約金額を変更する必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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条 例 等 議 案 関 係 （概 要）

第 ２２ 号

工事請負契約の変更について

内 容

工 事 名 上天草警察署庁舎新築工事

鉄骨造

工 事 内 容 ３階建て

延床面積２，８２４．１３平方メートル

工 事 場 所 上天草市大矢野町中１１５８２番地３

請 負 契 約
令和３年１０月６日

締 結 日

天草市今釜新町３７１２番地の１

請 負 業 者 昭和・中村特定建設工事共同企業体

代表者 昭和建設工業株式会社

代表取締役 佐々木 淳一

契 約 工 期 令和３年１０月７日から令和６年２月２９日まで

１，１２２，０００，０００円 を

変更契約金額 １，１６９，４９２，５５１円 に変更

（増額４７，４９２，５５１円）

金額の変更理由

上天草警察署庁舎の建築工事について、賃金水準及び物

価水準の著しい変動による請負代金の変更、また、旧庁舎

変 更 理 由
からアスベストが検出されたことによる除去処分の追加な

ど設計変更が生じたことから、原契約額を増額変更する必

要があるため。
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第 ４６ 号 

   専決処分の報告及び承認について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分した事

件について、同条第３項の規定により次のとおり報告し、承認を求める。 

  令和５年１２月１日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

専第 ３９ 号 

   和解及び損害賠償額の決定について 

次に掲げる日及び場所で発生した和解の相手方使用の車両等と熊本県警察職員が運転す

る公用車による交通事故に関し、和解の相手方と熊本県との間に次のとおり損害賠償の額

を決定し、和解することとする。 

  令和５年１１月１３日専決 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

発  生  日 

発 生 場 所 

和解 の相手 方 

相手方の車両等 
損害賠償の額 和解事項 

令和４年１０月２４日 

鹿児島県鹿児島郡十島村大

字諏訪之瀬島付近海上を航

行中のフェリー船内 

 

福岡県 

（車両所有者） 

中型乗用車 

６，１２４，０３０円 当事者双

方は、今後

本件に関し

て、裁判上

又は裁判外

において一

切の異議及

び請求の申

立てをしな

いこと。 

    

5



専決処分の報告及び承認について

警察本部

第 ４６ 号

和解及び損害賠償 過失割合、損害額及び過失相殺
事 故 の 状 況

の相手方 後の賠償額

福岡県 県：相手方＝１００：０ 令和４年１０月２４日午後１１時５０分

（車両所有者） 頃、鹿児島県鹿児島郡十島村大字諏訪之瀬

県 ２５４，６００円 島付近海上を航行中のフェリー船内におい

相手方 ６，１２４，０３０円 て、業務中の熊本中央警察署員が公用車を

駐車する際、停止措置を失念し、航行中の

６，１２４，０３０円 揺れにより、周囲に駐車中の相手方車両３

台に衝突したもの
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第 ４７ 号 

   専決処分の報告及び承認について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分した事

件について、同条第３項の規定により次のとおり報告し、承認を求める。 

  令和５年１２月１日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

専第 ４０ 号 

   和解及び損害賠償額の決定について 

次に掲げる日及び場所で発生した事故に関し、和解の相手方と熊本県との間に次のとお

り損害賠償の額を決定し、和解することとする。 

  令和５年１１月１３日専決 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

発  生  日 

発 生 場 所 

事 故 の 原 因 

和解 の相手 方 損害賠償の額 和解事項 

令和５年８月９日 

熊本県水俣市ひばりヶ丘地

内（水俣警察署敷地内） 

机の飛散 

 

 

水俣地区 

防犯協会連合会 

（車両所有者） 

軽乗用車 

７７，７３７円 当事者双

方は、今後

本件に関し

て、裁判上

又は裁判外

において一

切の異議及

び請求の申

立てをしな

いこと。 

個 人 

（車両所有者） 

普通乗用車 

２０２，０００円 
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専決処分の報告及び承認について
警察本部

第 ４７ 号

和解及び損害賠償 過失割合、損害額及び過失相殺
事 故 の 状 況

の相手方 後の賠償額

水俣地区 県：相手方＝１００：０ 令和５年８月９日午後１時５６分頃、熊

防犯協会連合会 本県水俣市ひばりヶ丘地内（水俣警察署敷

（車両所有者） 県 ０円 地内）において、廃棄予定として保管中の

個 人 相手方 ２７９，７３７円 机が強風により飛散し、駐車中の車両２台

（車両所有者） に衝突したもの

２７９，７３７円
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報告第 ４ 号 

   専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分した事

件について、次のとおり報告する。 

  令和５年１２月１日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

専第 ４１ 号 

   和解及び損害賠償額の決定について 

次に掲げる日及び場所で発生した和解の相手方使用の車両等と熊本県警察職員が運転す

る公用車による交通事故に関し、和解の相手方と熊本県との間に次のとおり損害賠償の額

を決定し、和解することとする。 

  令和５年１１月１３日専決 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

番

号 

発  生  日 

発 生 場 所 

和解 の相手 方 

相手方の車両等 
損害賠償の額 和解事項 

１ 

令和５年３月２５日 

熊本市南区良町地内 

 

個 人 

（車両所有者） 

原動機付自転車 

１２９，６１９円 当事者双

方は、今後

本件に関し

て、裁判上

又は裁判外

において一

切の異議及

び請求の申

立てをしな

いこと。 

 

２ 

 

令和５年６月１５日 

熊本市南区田迎地内 

 

 

 

個 人 

（車両所有者） 

（車両運転者） 

自転車 

７６，６１５円 

 

３ 

令和５年８月９日 

熊本市東区月出地内 

 

個 人 

（車両所有者） 

普通自動二輪車 

 

１２７，２４８円 

     

番

号 

発  生  日 

発 生 場 所 

和解 の相手 方 

相手方の車両等 
和  解  事  項 

４ 

令和５年５月３０日 

熊本市中央区本山地内 

 

 

個 人 

（車両所有者） 

軽貨物車 

 

当事者双方は、今後本件に関して、

裁判上又は裁判外において一切の異

議及び請求の申立てをしないこと。 
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専決処分の報告について 警察本部

報告第 ４ 号

番号
和解及び損害賠償 過失割合、損害額及び過失相

事 故 の 状 況
の相手方 殺後の賠償額

１ 個 人 県：相手方＝１００：０ 令和５年３月２５日午前１０時３分

（車両所有者） 頃、熊本市南区良町地内において、捜査

県 ０円 中の熊本南警察署員運転の公用車が、駐

相手方 １２９，６１９円 車場において方向変換のため後退した

際、後方の安全不確認により、駐輪中の

１２９，６１９円 相手方車両に衝突したもの

２ 個 人 県：相手方＝５５：４５ 令和５年６月１５日午前７時５分頃、

（車両所有者） 熊本市南区田迎地内において、現場臨場

（車両運転者） 県 ０円 中の熊本南警察署員運転の公用車が、交

相手方 ９４，７１０円 差点を直進する際、徐行不履行により、

右方から進行してきた相手方自転車に衝

７６，６１５円 突したもの

３ 個 人 県：相手方＝１００：０ 令和５年８月９日午後６時３０分頃、

（車両所有者） 熊本市東区月出地内において、捜査中の

県 ７９，５３０円 熊本東警察署員運転の公用車が、道路に

相手方 １２７，２４８円 おいて対向車両に進路を譲るため後退し

た際、後方の安全不確認により､停車中

１２７，２４８円 の相手方車両に衝突したもの

４ 個 人 県：相手方＝３０：７０ 令和５年５月３０日午後４時５分頃、

（車両所有者） 熊本市中央区本山地内において、業務中

県 ２７０，０１３円 の熊本県警察本部地域課員運転の公用車

相手方 ３４２，０００円 が、交差点を直進する際、徐行不履行に

より、右方から進行してきた相手方車両

０円 に衝突したもの
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